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■   　　　　　組合 Q & A

 

「
改
正
組
合
法
」
の
概
要
に
つ
い
て
は

再
三
掲
載
し
て
き
ま
し
た
が
、
１
月
12

日
に
政
令
が
交
付
さ
れ
ま
し
た
の
で
、

改
め
て
全
て
の
組
合
に
関
係
す
る
事
項

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

Ｑ
１
＝
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
中

小
企
業
組
合
制
度
の
改
正
は
、
す
べ
て

の
中
小
企
業
組
合
に
関
係
が
あ
り
ま
す

か
。

【
Ａ
】
１・ 

今
回
の
中
小
企
業
組
合
制

度
の
改
正
は
、全
て
の
事
業
協
同
組
合
、

事
業
協
同
小
組
合
、
火
災
共
済
協
同
組

合
、
協
同
組
合
連
合
会
、
企
業
組
合
、

協
業
組
合
、
商
工
組
合
、
商
工
組
合
連

合
会
に
関
係
す
る
も
の
で
す
。

Ｑ
２
＝
今
回
の
中
小
企
業
組
合
制
度
の

改
正
は
、
概
要
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す

か
。

【
Ａ
】
１・ 

今
回
の
制
度
改
正
は
、
①

中
小
企
業
組
合
の
運
営
に
関
す
る
制
度

の
全
面
的
な
見
直
し
、
②
共
済
事
業
の

健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
新
た
な
制

度
の
導
入
、
を
行
う
も
の
で
す
。

２・ 

上
記
①
に
つ
い
て
は
会
社
法
と
類

似
の
制
度
が
導
入
さ
れ
、
②
に
つ
い
て

は
保
険
業
法
と
類
似
の
制
度
が
導
入
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
組
合
員
数
（
組
合
員
数
が

１
０
０
０
名
を
超
え
る
か
否
か
）
に

よ
っ
て
導
入
さ
れ
る
制
度
が
異
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
下
さ
い
。

Ｑ
３
＝
全
て
の
中
小
企
業
組
合
に
関
係

す
る
制
度
の
変
更
点
は
何
で
す
か
。

【
Ａ
】
１・ 

全
て
の
中
小
企
業
組
合
に

関
係
す
る
主
な
変
更
点
は
次
の
と
お
り

で
す
。

■
役
員
の
任
期

　
 

・
理
事
の
任
期
は
、こ
れ
ま
で
の
「
３

年
以
内
で
定
款
で
定
め
る
期
間
」
か

ら
「
２
年
以
内
で
定
款
で
定
め
る
期

間
」
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

 

・
監
事
の
任
期
は
こ
れ
ま
で
の
「
３

年
以
内
で
定
款
で
定
め
る
期
間
」
か

ら
「
４
年
以
内
で
定
款
で
定
め
る
期

間
」
に
変
更
さ
れ
ま
す
。

　

 

・
上
記
の
任
期
変
更
は
、
役
員
の
改

選
時
期
に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
る
時
期

が
異
な
り
ま
す
。

　

＊
詳
細
は
本
誌
前
月
号
参
照
。

■
理
事
に
よ
る
利
益
相
反
取
引
の
制
限

　

 

・
こ
れ
ま
で
理
事
は
、
組
合
と
契
約

す
る
場
合
の
み
理
事
会
の
承
認
が
必

要
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

 

・
平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
、
理
事

は
、「
組
合
と
取
引
し
よ
う
と
す
る

と
き
」「
組
合
が
理
事
の
債
務
を
保

証
す
る
等
組
合
と
理
事
の
利
益
が
相

反
す
る
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と

き
」
に
理
事
会
の
承
認
が
必
要
と
な

り
、
取
引
後
に
重
要
な
事
実
を
理
事

会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

■
監
事
・
組
合
員
の
権
限
拡
大

　

 

・
こ
れ
ま
で
監
事
は
、
会
計
監
査
の

み
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
後
監
事
は
、
原
則
と
し
て
会

計
監
査
に
加
え
、
業
務
監
査
も
行
う

こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

 

・
た
だ
し
、
組
合
員
数
が
１
０
０
０

名
以
下
の
場
合
は
、
定
款
に
定
め
る

こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
ど
お
り
監
事
は

会
計
監
査
の
み
を
行
う
と
す
る
こ
と

も
可
能
で
す
（
監
事
の
職
務
に
つ
い

て
、
現
在
の
組
合
の
定
款
が
、
全
国

中
央
会
作
成
の
定
款
参
考
例
と
同
様

の
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
場
合
、
定

款
の
変
更
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
監
事

の
権
限
は
会
計
監
査
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
）。

　
 

・
定
款
に
定
め
る
こ
と
で
監
事
の
権

限
を
会
計
監
査
の
み
に
限
定
す
る
場

合
、
理
事
会
の
招
集
請
求
権
の
付
与

等
組
合
員
の
権
限
が
強
化
さ
れ
ま
す
。

　

 

・
上
記
の
変
更
は
、
事
業
年
度
が
４

月
に
開
始
さ
れ
る
組
合
の
場
合
、
平

成
20
年
４
月
以
降
に
開
催
さ
れ
る
平

成
19
年
度
決
算
に
関
す
る
通
常
総
会

終
了
後
以
降
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

■
決
算
関
係
書
類
等
の
手
続
き
明
確
化

　

 

・
こ
れ
ま
で
、
理
事
は
、
①
通
常
総

会
の
１
週
間
前
ま
で
に
決
算
関
係
書

類
を
監
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
②
通
常
総
会
の
１
週
間
前

ま
で
に
決
算
関
係
書
類
を
主
た
る
事

務
所
に
備
え
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

　

 

・
今
後
は
、
①
決
算
関
係
書
類
及
び

事
業
報
告
書
は
、
監
事
の
監
査
を
受

け
た
上
で
理
事
会
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
②
理
事
は
、
理

事
会
の
承
認
を
受
け
た
決
算
関
係
書

類
及
び
事
業
報
告
書
を
、
通
常
総
会

の
通
知
と
共
に
組
合
員
に
提
供
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
③
組
合
は
、
通

常
総
会
の
２
週
間
前
ま
で
に
決
算
関

係
書
類
及
び
事
業
報
告
書
を
主
た
る

事
務
所
及
び
従
た
る
事
務
所
（
従
た

る
事
務
所
は
写
し
）
に
備
え
置
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、と
さ
れ
ま
し
た
。

　

 （
こ
の
改
正
事
項
に
は
経
過
措
置
が

設
け
ら
れ
て
お
り
ま
せ
ん
。）　

　

 

・
ま
た
、
会
計
帳
簿
に
つ
い
て
は
、

帳
簿
の
閉
鎖
後
10
年
間
の
保
存
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

＊　

詳
細
は
、
本
会
指
導
相
談
室
又
は

　
　

銚
子
若
し
く
は
松
戸
支
所
へ
。

＊　

通
常
総
会
手
続
き
は
次
㌻
参
照
。

組
合
Ｑ
＆
Ａ

改
正
組
合
法
の
概
要
と

通
常
総
会
の
招
集
手
続
き
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　組合 Q&A
平成19年４月１日以降に招集される通常総会の手続き

 議案の作成
　　　　　　　　　　 　組合は、「決算関係書類（財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又

は損失処理案）」及び「事業報告書」を作成しなければならない（４０条②）。

 監事への「決算関係書類」「事業報告書」の提出
　　　　　　　　　　 　組合は、「決算関係書類」「事業報告書」について、監事の監査を受けなければな

らない（４０条⑤）。
　　　　　　　　　　 　監事は、受領した「決算関係書類」「事業報告書」について、監査方法・内容等

を記した監査報告を作成し【＊１】、理事に対し、「決算関係書類」「事業報告書」の
全部を受領した日から４週間経過した日、もしくは理事との合意により定めた日の
いずれか遅い日【＊２】までに監査報告の内容を通知しなければならない（施行規
則９１条①）。

　　　　　　　　　　　　【＊１】 ：監事の監査権限を会計に関するものに限定した組合の監事は、「事業報告書」
の監査権限がないことを明らかにした監査報告を作成しなければならない

　　　　　　　　　　　　【＊２】 ：監査期間は、監事と理事の合意があっても４週間を下回る期間を定めること
は不可（ただし、４週間以内に監事が通知することは可能）

 理事会招集通知の発出【＊３】
　　　　　　　　　　 　理事長は、理事会の会日の１週間前【＊４】までに、各理事【＊５】に対し、理事

会の招集通知を発出しなければならない（３６条の６⑥）。
　　　　　　　　　　　　【＊３】 ：理事（監事に業務監査権限を付与している組合は、理事及び監事）全員の同

意があれば招集手続きの省略可（36 条の６⑥において準用する会社法３６８条
②）

　　　　　　　　　　　　【＊４】 ：短縮可（１週間を下回る期間を定款で定めた場合はその期間（３６条の６⑥
において準用する会社法３６８条①）

　　　　　　　　　　　　【＊５】 ：監事に業務監査権限を付与している組合は、各監事に対しても発出しなけれ
ばならない（３６条の６⑥において準用する会社法３６８条①）

 理事会の開催
　　　　　　　　　　 　理事会においては、通常総会の開催及び議案の議決をするとともに（４９条②）、

監事の監査を受けた「決算関係書類」「事業報告書」の承認を行う（４０条⑥）。

 「決算関係書類」「事業報告書」の備置き
　　　　　　　　　　 　組合は、通常総会の会日の２週間前までに、「決算関係書類」「事業報告書」を主

たる事務所に、それらの写しを従たる事務所に備え置き、組合員の閲覧に供する
（４０条⑪）。

 総会招集通知の発出【＊６】・「決算関係書類」「事業報告書」及び「監査報告」の提供
　　　　　　　　　　 　理事長は、通常総会の会日の１０日前【＊７】までに組合員に到達するよう、総

会招集通知を発出する（４９条①）。総会招集通知には、議案のほか、会議の日時、
場所等会議の目的たる事項を示すとともに、理事会の承認を受けた「決算関係書類」

「事業報告書」及び「監査報告」を添付し、組合員に提供しなければならない（４０
条⑦）。

　　　　　　　　　　　　【＊６】 ：組合員全員の同意があれば招集手続きの省略可（４９条③）（この場合、招集
通知発出の際に必要な添付書類も不要）

　　　　　　　　　　　　【＊７】 ：短縮可（これを下回る期間を定款で定めた場合はその期間（49 条①）

 通常総会の開催

（当面の留意点）




